
こども計画策定について

現行の第2期亀山市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度から令和６年度）の期間満了に伴い、
第3期亀山市子ども・子育て支援事業計画（令和7年度から令和11年度）を策定

第3期亀山市子ども・子育て支援事業計画は子どもの貧困対策計画、次世代育成支援行動計画、
ひとり親家庭自立促進計画を包含

国のこども大綱と県のこども計画を勘案し、第3期亀山市子ども・子育て支援事業計画に、子ど
も・若者対策の要素を加え、今後、「亀山市こども計画（仮）」を策定する方向で検討

亀山市こども計画（仮）

第３期亀山市子ども・子育て支援事業計画

次世代育成支援行動計画

ひとり親家庭自立促進計画

子どもの貧困対策計画 子ども・若者計画

少子化対策計画

資料３


